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第 5 回 西蒲区自治協議会 議事概要 

                       日時：令和 4 年 8 月 25 日（木） 

                          午後 1 時 30 分～午後 1 時 55 分 

                       場所：巻地区公民館 3 階 小ホール 

事務局 

（丹治補佐） 

 皆さまお疲れさまです。定刻となりましたので、ただ今から令和 4 年度

第 5 回西蒲区自治協議会を開催します。 

 初めに委員推薦会議土田座長より委員の辞任および就任についてご報告

します。 

（土田座長）  委員推薦会議より報告します。新潟市小・中学校 PTA 連合会西蒲支部か

ら推薦の山城京輔様が辞任され、同団体から新たに推薦をいただき、小林祐

介様から、西蒲区自治協議会の委員に就任していただきました。 

 なお、団体選出委員が任期中において欠けた場合における、補欠の団体選

出委員候補者等の決定に関することについては、西蒲区自治協議会委員推

薦会議委員運営要綱により、委員推薦会議の議決をもって区自治協議会の

議決となっています。報告は以上です。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。 

それでは小林委員から一言ごあいさつをお願いします。 

（小林（祐）委員）   このたび、委員に推薦していただきました小林と申します。西蒲区 PTA

連合会会長、また、潟東小学校の PTA 会長を務めています。 

これからよろしくお願いします。 

各委員 （拍手） 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。続きまして資料確認に移ります。本日机上に区

自治協議会の活動・運営に関するアンケートおよび依頼文、総務部会提案事

業「スポレク交流会」のチラシ、保健福祉部会提案事業「加藤先生の講演会」

のチラシ、「角田浜まち歩き」のチラシを配布していますので、ご確認お願

いします。 

 それでは以降の会議については、新潟市区自治協議会条例第 9 条の規定

により、長井会長から議長として進行をお願いします。 

議長 

（長井会長）  

 皆さまお疲れさまです。本日もよろしくお願いします。 

それではここからは私のほうで議事を進行します。初めに、本日の委員の

出席状況と傍聴者について事務局から報告をお願いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 それでは委員の出席状況について報告します。委員 30 名のうち、本日の

出席者は 28 名であり、過半数の出席を確認しています。したがいまして、

新潟市区自治協議会条例第 9 条の会議の運営規定を満たしていますことを

ご報告します。 

 また、本日傍聴者はありません。事務局で写真撮影ならびに録音をさせて

いただきますのでご了承をお願いします。 

議長  それでは議事に入ります。議事（1）「新潟市国民保護協議会委員の推薦に
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（長井会長）  ついて」です。地域総務課から説明をお願いします。  

事務局 

（丹治補佐） 

 それでは議事（1）新潟市国民保護協議会委員の推薦について説明します。 

 今回、市の附属機関である新潟市国民保護協議会から西蒲区自治協議会

委員を 1 名推薦していただきたいという依頼が届いています。そのため、

推薦する委員についてご審議をお願いするものです。資料 1 をご覧くださ

い。 

 新潟市では、万一の武力攻撃やテロなどから国民の生命、身体または財産

を保護するための情報提供や避難誘導等を定めた国民保護計画について、

意見を伺うために国民保護協議会を設置しています。 

 委員構成については現在 40 名で、国や県などの公的機関をはじめ、電気

やガスなどのライフラインの関係機関等で構成されています。 

 各区自治協議会委員から、地域代表という位置づけで、住民の避難など、

広く市民の意見をご発言していただきたいと思います。 

 現在の任期は、令和 4 年 8 月 31 日までとなっていまして、担当は市の危

機対策課です。 

 これまで、西蒲区自治協議会からは、長井委員にご出席をいただいていま

したが、令和 4 年 8 月 31 日で任期が切れますので、改めて依頼があったも

のです。 

 女性委員の推薦も含め、ご検討いただきたいとのことですが、皆さまから

委員の推薦について、ご審議をお願いしたいと思います。説明は以上です。 

議長 

（長井会長）  

 ただいまの件ですが、事務局から説明のとおり、任期が令和 4 年 9 月 1

日から令和 6 年 8 月 31 日と、自治協議会委員の任期とかみ合っておりませ

ん。そのため、この場で新たな委員を選出しても、7 か月程度しか任期があ

りません。 

 また、資料のとおり、会議も不定期開催であるため、任期中に会議が開催

されるとは限りません。そのため、令和 4 年度中は引き続き私が委員とし

て参画するかたちでいかがでしょうか。来年度から新たな委員で自治協議

会がスタートする際には、新たに本会議へ委員選出をすることにはなりま

すが、その時には女性委員を選出していただければと思います。 

 ただいまの件について、ご意見やご質問ありますでしょうか。 

各委員 （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

ただいまの件について異議がないようですので、私を新潟市国民保護協

議会の委員として推薦させていただきます。議事（1）は終了します。 

 続きまして議事（2）「各部会の状況について」です。各部会の状況の説明

をお願いします。 

総務部会からお願いします。 

（黒川委員）  総務部会から報告します。先月開催した第 5 回総務部会では「区ビジョ

ンまちづくり計画・令和 5 年度特色ある区づくり事業について」と「今年

度の自治協議会提案事業について」協議を行いました。 
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 区ビジョンまちづくり計画・令和 5 年度特色ある区づくり事業について

は各委員が意見を提出し、今回の部会で意見を取りまとめるということと

なりました。 

 自治協議会提案事業については、総務部会の提案事業である 10 月 10 日

開催の運動会の開催に向け、当日司会や競技の役割分担、会場レイアウトな

どの決定をしました。 

 今回お手元に配布させていただいたイベントチラシは 8 月の自治会配付

により、全戸配布をしているほか、各コミ協にも、周知・参加の依頼をして

いるところです。すでに各コミ協でご協力いただいている方もいらっしゃ

ると思いますが、9 月 12 日まで参加者を募集していますので、ぜひお誘い

合わせのうえ、ご参加いただければと思います。 

 次回以降も、引き続き、提案事業、イベント実施に向け、詳細について検

討を進めて行きたいと思います。 

総務部会の報告は以上です。 

議長 

（長井会長） 

 ただいまの説明についてご質問ありますでしょうか。 

各委員 （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。 

 保健福祉部会お願いします。 

（塩澤委員）   保健福祉部会から報告します。先月開催した第 5 回保健福祉部会では、

「区ビジョンまちづくり計画・令和 5 年度特色ある区づくり事業について」

と今年度の自治協議会提案事業について協議しました。 

 区ビジョンまちづくり計画・令和 5 年度特色ある区づくり事業では、概

要と意見聴取の進め方について事務局から説明を受けたあと、保健福祉部

会が所管する分野への意見を本日の部会でまとめることとしました。 

 令和 4 年度自治協議会提案事業では講演会の開催 PR チラシを決定し、

また、講演会当日の運営などについて検討しました。 

 次回以降も引き続き、講演会の実施に向けて意見交換をしていきたいと

思います。 

 本日の資料に講演会のチラシを入れました。加藤先生から「年をとっても

脳が元気になる」をテーマに認知症予防のコツや認知症の方との接し方な

どを講演いただきます。加藤先生の講演会は平成 30 年度に自治協提案事業

で開催しました。その時の来場者アンケートでは回答者のすべての方から

「良かった」以上の評価をいただいています。ぜひご家族・ご友人の方をお

誘い合わせのうえ、お申し込みください。申し込みご希望の方は 9 月 12 日

までに、事務局まで電話でお申し込みください。 

 参考として、きのう現在コールセンターでの申し込み状況は、定員 600 人

のところ、372 名です。 

 保健福祉部会からの報告は以上です。 
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議長 

（長井会長) 

 ただいまの説明についてご質問ありますでしょうか。 

各委員 （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

 ありがとうございました。 

 まちづくり・産業部会お願いします。 

（竹内委員） 

 

 まちづくり・産業部会から報告します。 

 先月の部会では、「区ビジョンまちづくり計画・令和 5 年度特色ある区づ

くり事業」の意見出しについて事務局より説明があったほか提案事業とし

て実施しています「西蒲区の魅力発信動画」にかかる 7 月・8 月の撮影候補

について協議しました。 

 7 月・8 月は、「潟東どろんこカップ」や「傘ぼこ行列」など多くの箇所を

撮影させていただきました。撮影にご協力いただいた各関係者の皆さまに

は改めて感謝を申し上げます。 

 9 月以降も部会で協議を重ねながら、順次撮影を続けていく予定です。 

まちづくり・産業部会からの説明は以上です。 

議長 

（長井会長） 

 ただいまの説明についてご質問ありますでしょうか。 

各委員 （異議なしの声） 

議長 

（長井会長） 

ありがとうございました。 

 次にその他ですが、地域総務課から発言があるとのことですので、お願い

します。 

事務局 

（丹治補佐）  

 それでは地域総務課から「区の自治協議会の活動・運営に関するアンケー

ト」について連絡します。 

 本日、机上に配布した「区自治協議会の活動・運営に関するアンケート」

および「依頼文」をご覧ください。 

 先月の区自治協議会会長会議の報告の中でも言及がありましたが、アン

ケートの実施をすることが決まりましたので、皆さまにご協力をお願いす

るものです。 

 委員の皆さまが感じている課題等についてご記載いただきまして、今後

の区自治協議会の活動・運営の参考にさせていただきたいと思います。 

 アンケート記入後、9 月の自治協議会本会議までに事務局までご提出くだ

さい。説明は以上です。 

議長 

（長井会長）  

 そのほか、ご発言の事前申し出はありませんでしたが、西蒲区自治協議会

全体で議論したい課題、あるいは皆さまにお伝えしたい行事などがありま

したら、ご発言をお願いします。 

吉田委員お願いします。  

（吉田委員）  今年度の初めのころは、委員の皆さまから意見や質問がありましたが、最

近ではなくなってしまいました。せっかくの機会ですので、西蒲区全体で議

論したいことを積極的に出していただければと思います。 
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 また、地域の祭りやイベントの告知もしていただき、地域の皆さまが参加

することにより西蒲区全体が活発になるかと思います。 

議長 

（長井会長）  

 ありがとうございました。西蒲区が一体となっていかなければ西蒲区の

発展はないと思います。吉田委員から発言があったように、いろいろな発言

をしていただきたいと思います。 

 ほかにありませんでしょうか。ないようでしたら本日の議事はすべて終

了しましたので進行を事務局にお渡しします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。最後に事務局から 2 点ご連絡します。1 点目は

次回の西蒲区自治協議会についてです。次回の西蒲区自治協議会について

は、当初の予定と変更しまして 9 月 26 日、月曜日の午後から巻地区公民館

で開催の予定です。当初の予定から変更になっていますので、ご注意くださ

い。改めてご案内の文章を送付させていただきます。 

 2 点目はこのあと開催の各常任部会の会場についてです。部会の会場につ

いては、総務部会が 2 階の実習室、保健福祉部会が 2 階の研修室、まちづ

くり・産業部会が 3 階の小ホールとなります。 

 開始時間については 2 時 5 分を予定していますので、それまでに移動を

お願いします。 

 以上をもちまして令和 4 年度第 5 回西蒲区自治協議会を終了します。 

 


